
京都市職目の容正ぬ職務の

朝徹の確保|に関廟述案捌
平成19年10月 1日から施行

市民の皆様から奇せられた

要望等については,

誠実かつ公正に

対応するとともに,

■面に記録します。

不正な要望等や不正な言動を伴う

要望等に対しては,組 織を挙げてき然と対応し,

市民の皆様から信頼される

市耐こ営を愛現して参ります。

本市では 平 成15年 6月に 「京都市聴民の公正な職務執行を確保するための体制に関する要組」を制定し 日 々

の環務に関連してなされる確員への様々な要求に対して 聴 員が不正な白き掛けを受けることをく 公 正な確務の

軸行を行える体制づくりに取り組んで,う ました

平成19年 2月市会において 市 会湾員が通守すべき政治倫理を定めた 「京都市会摘員政治倫理秦例」が制定され

るとともに 市 聴員が公正を職務執行を確保するための条例の早期制定を求める決車がをされました。こrtを受け

これまでの本市の顧組を一層充実させるため 本 条例を制定いたしました



配臼の対象となる要望害とは ヨヨ害への対応について

①
②
③
④

市民や事祭者等から

職員に対して行われる

本市の業務に関する

職員の作力又は不作力を求める
一切の行為

をいいます。

Ⅲ 要望字のなされた■で用件才津了し,改めて

おおする必=″ない0合には,配像をし4くて

もまいこととしております。

①l,キ 戦
Ⅲ 口母した内喜は"露 していただくこと″

できます。

②し屋躍鮒 鑑 霞鑑
に対処し(まいつます。

(》 年奏曇怪&博

数やその標軍等を毎

不正な要望等や不正`言 動を伴う要望等には 要 望者に対して警告したり 警 察等の捜

査機関へ告発する等必要な指置を車します。

また 謁 した措置の内容を公正機務執行番議会に報告し 御 意見をいただくとともに

毎年公表しますも

不正な要理●

不正な車室とは 要 望等のうち)次のいすれかに彦当する脩お又は不作おを求める行為

をいいます。

合理的な理由なく 特 定のものに対して有利な取扱いをし 又 は不利益な取

扱いをすること。

例)特 定の象Ⅲに発とするよう1又は特定の理者を理的舶 として選定するよう求めること。

() の
織 る蟹 Pも

のに義務のないことを行わせ 又 は特定のもの

日) 公 共工手に日し,元宮Rtに THD入 させることを日親きするよう求めることも

合理的な理由なく 執 行すべき職務を執行せす 又 は定められた翔慎までに

執行しないこと。

日) を 押等のお― t行 わないよう,若 しくはお予するよう求めることも



④
生密 督 覇 網 癖 断 ど 緊 豊

の契約の当口者に不当な利益が

観〕 契 お内害炉口行されていないにもかかわうす,代金を受抵うよう求めること。

崎務上知り得た秘密を河らすこと。

日) 奥 的における予ttE格,EPrat,予 募コ専の情奪(公表されているものを疎く。)を
,前に敏えるよう求めること。

その他公務員としての磯務に係るた令等又は倫理に反する行わを行うこと。

下正な言白を常う要望害

不正な宮勧とは 暴 行 予 迫 俗 ●その他の社会的担当社を通駒する言駒をいいます。

観) は ■への3行 ,■迪や倍好などのにあ 取員をは卒し1■●拘束するもの1浜時間又は
長期間にわたり執描に要求を出け返すもの,退去モ台じても長時間にわたり活とるものなど

申
(市,,公確 環H“ 嶺 t師 "観 )

要ヨ等があつたときはこれに対し驚

実かつ公正に対応するとともに不正

な要望等及び不正怒百的を伴う要望

等に対してき然として対応するなど,常

に公正な崚務の出行に当たらなけれ

ばならない。

不正を要望等及び不正な=酌 を祥

う要望等に対してお切志措置をBじ る

とともに公正を聴務の執行を確保す

るために必要州本制を整備するよう努

めなければならない。

不正な要望等又は不正な宙動を件

う要ヨ等によう聴■の公正な職務の

執行を妨|すないようにしなけllばな

らない。
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(■R,H■そOtB軍■■を行おうと,S30,

1〔11馳 てr

磁 R

マ
i タ



市民,事 業者,団 体害

1回田による均倉
(要望等の場で局件が寒

7し  破 めて対応する必

要がない屯合て か つ

不正な内容を自まなしヽも

のに限る )

↓
配録しない

=ロロによる町台
( I  L t H )

申 内ロセ

配揮する。

'●面によt5■含

申摘   申 船以外

4不正g8Bを 伴う電台

(□頭及びr面 )

抽 構 を

目録する。↓
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し
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本正窃う

↓
路 能 頌 拘 想

lBrに 応じて弁観D日 会付与) 要望件摯等を局区

等で集的して報告

公正確務執行書a会 市 長

各申

京都市職員の公正rtr磯務の執行の確保に関する条例について

平成19年9月発行 京 都市印刷物第 1991Ⅲ5号・空え1上!降“,IB

[" (,,,  い た胡 してt ,十

Tol1075 22勢 069  Fox,075 2,33803

1R l hitp//ⅢⅢⅢ“cにy ky位o打o/oomu/koいooisu
京都市総務局監爵塁

要望と措口の

内害を報告
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